
 

1 

○
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
八
号 

 

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
日 

文
部
科
学
大
臣 

永
岡 

桂
子 

 
 

 
 

 

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
告

示
の
整
備
等
に
関
す
る
告
示 

 

（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
に
関
す
る
施
設
整
備
基
本
方
針
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
に
関
す
る
施
設
整
備
基
本
方
針
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
告
示

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
二 
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項 

 
 

地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
種
別
ご
と
に
策
定
さ
れ
た
「
学
校
施
設
整

備
指
針
」
等
を
踏
ま
え
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
、
公
立

の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

１
～
４ 

[

略]
 

５ 

施
設
の
特
性
に
配
慮
し
た
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
整
備 

(一 ) 
[

略]
 

(二 ) 

幼
稚
園
等
施
設 

 
 

 
 

幼
稚
園
等
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
幼
児
期
に
ふ
さ
わ
し

い
発
達
を
促
す
こ
と
に
留
意
し
、
質
の
高
い
幼
児
教
育
の
機
会
が

提
供
さ
れ
る
よ
う
に
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際

に
は
、
従
来
の
幼
児
教
育
の
機
能
に
加
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
保

育
・
子
育
て
支
援
を
総
合
的
に
提
供
で
き
る
施
設
の
整
備
を
推
進

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

    

(三 )
・

(四 ) 
[

略]
 

二 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
の
目
標
に
関
す
る
事
項 

 
 

地
方
公
共
団
体
は
、
学
校
種
別
ご
と
に
策
定
さ
れ
た
「
学
校
施
設
整

備
指
針
」
等
を
踏
ま
え
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
留
意
し
、
公
立

の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

１
～
４ 

[

同
上]

 

５ 

施
設
の
特
性
に
配
慮
し
た
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
整
備 

(一 ) 
[

同
上]

 

(二 ) 

幼
稚
園
等
施
設 

 
 

 
 

幼
稚
園
等
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
）
の
施
設
に

つ
い
て
は
、
幼
児
期
に
ふ
さ
わ
し
い
発
達
を
促
す
こ
と
に
留
意
し

、
質
の
高
い
幼
児
教
育
の
機
会
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
整
備
を
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
幼
稚
園
等
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
幼
児
教
育
の
機
能
に
加
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
保
育
・
子
育

て
支
援
を
総
合
的
に
提
供
で
き
る
施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。 

(三 )
・

(四 ) 
[

同
上]

 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

  
 



 

3 

 
（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
に
関
す
る
施
設
整
備
基
本
計
画
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
に
関
す
る
施
設
整
備
基
本
計
画
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
告
示

第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
る
。 

 
 



 

4 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
一 
施
設
整
備
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

 
 

施
設
整
備
計
画
の
作
成
に
際
し
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等

施
設
の
老
朽
化
状
況
等
の
適
切
な
実
態
把
握
の
下
、
地
域
特
性
等
を
活

か
し
た
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
以
下
に
定
め
る
事
項
に
沿
っ
て

、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
創
意
工
夫
を
活
か
し
て
作
成
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。 

１ 
[

略]
 

２ 

施
設
整
備
計
画
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
業 

 
 

施
設
整
備
計
画
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
業
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
整
備
の
区
分
に
応
じ
て
記
載
す
る
こ
と
。 

 
 

な
お
、
老
朽
化
対
策
を
図
る
整
備
に
つ
い
て
は
、
改
築
方
式
か
ら

長
寿
命
化
改
良
方
式
に
重
点
を
移
す
な
ど
、
よ
り
効
率
的
に
進
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

(一 ) 

老
朽
化
対
策
を
図
る
整
備 

 

(１ )
・

(2) 
[

略]
 

 
[

(３ )
を
削
る
。]

 
 

 
 

 

(３ ) 
[

略]
 

(二 )
・

(三 ) 
[

略]
 

(四 ) 

教
育
環
境
の
質
的
な
向
上
を
図
る
整
備 

 

(１ )
～

(3) 
[

略]
 

 
[

(４ )
を
削
る
。]

 
 

 
[

(５ )
を
削
る
。]

 
 

 
 

 

(４ )
・

(5)

 [

略]
 

一 

施
設
整
備
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

 
 

施
設
整
備
計
画
の
作
成
に
際
し
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等

施
設
の
老
朽
化
状
況
等
の
適
切
な
実
態
把
握
の
下
、
地
域
特
性
等
を
活

か
し
た
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
以
下
に
定
め
る
事
項
に
沿
っ
て

、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
創
意
工
夫
を
活
か
し
て
作
成
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。 

１ 
[

同
上]

 

２ 

施
設
整
備
計
画
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
業 

 
 

施
設
整
備
計
画
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事
業
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
整
備
の
区
分
に
応
じ
て
記
載
す
る
こ
と
。 

 
 

な
お
、
老
朽
化
対
策
を
図
る
整
備
に
つ
い
て
は
、
改
築
方
式
か
ら

長
寿
命
化
改
良
方
式
に
重
点
を
移
す
な
ど
、
よ
り
効
率
的
に
進
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

(一 ) 

老
朽
化
対
策
を
図
る
整
備 

 

(１ )
・

(2)

 [

同
上]

 

 

(３ ) 

老
朽
施
設
の
質
的
向
上
を
含
む
老
朽
化
対
策
を
図
る
た
め
の

改
造
事
業 

 

(４ ) 
[

同
上]

 

(二 )
・

(三 ) 
[

同
上]

 

(四 ) 

教
育
環
境
の
質
的
な
向
上
を
図
る
整
備 

 

(１ )
～

(3)

 [

同
上]

 

 
(４ ) 

木
材
を
活
用
し
た
木
の
教
育
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
業 

 
(５ ) 

地
域
と
の
連
携
を
目
的
と
し
た
複
合
施
設
の
共
有
ス
ペ
ー
ス

等
を
整
備
す
る
地
域
・
学
校
連
携
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業 

 

(６ )
・

(7) 
[

同
上]

 



 

5 

(五 ) 

施
設
の
特
性
に
配
慮
し
た
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
整
備 

 

(１ )
・

(2)

 [

略]
 

 

(３ ) 

学
級
数
の
増
加
等
に
よ
り
必
要
と
な
る
幼
稚
園
等
（
法
第
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
等
を
い
う
。
）
の
施
設
（
就

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
及
び
同
条
第
十

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
の
施
設
を
除
く
。
）

の
新
増
築
事
業 

 

(４ )
～

(8) 
[

略]
 

(六 ) 
[

略]
 

３
・
４ 

[

略]
 

５ 

そ
の
他
施
設
整
備
計
画
の
記
載
事
項 

 

(一 ) 
[

略]
 

 
[

(二 )
を
削
る
。]

 

   

(二 ) 
[

略]
 

(五 ) 

施
設
の
特
性
に
配
慮
し
た
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
整
備 

 

(１ )
・

(2)

 [

同
上]

 

 

(３ ) 

学
級
数
の
増
加
等
に
よ
り
必
要
と
な
る
幼
稚
園
等
（
法
第
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
等
を
い
う
。
）
及
び
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
）
の
施
設
の
新
増
築
事
業 

  

(４ )
～

(8)

 [

同
上]

 

(六 ) 
[

同
上]

 

３
・
４ 

[

同
上]

 

５ 

そ
の
他
施
設
整
備
計
画
の
記
載
事
項 

 

(一 ) 
[

同
上]

 

 

(二 ) 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
状
況 

 
 

 

施
設
整
備
計
画
の
作
成
時
点
に
お
け
る
域
内
の
公
立
の
義
務
教

育
諸
学
校
等
施
設
の
整
備
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
。 

 

(三 ) 
[

同
上]

 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 

 
 



 

6 

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
施
設
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
施
設
と
し
て
文
部
科

学
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 

7 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
（
同
項
第
三
号
ロ
に
掲

げ
る
も
の
及
び
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
を
専
ら

一
時
的
に
預
か
り
又
は
宿
泊
さ
せ
必
要
な
保
護
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。 

一
～
四 

[

略]
 

五 

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ

れ
た
施
設
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
内
閣
総
理
大
臣
と
協
議
し
て

別
に
定
め
る
も
の 

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
（
同
項
第
三
号
ロ
に
掲

げ
る
も
の
及
び
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
を
専
ら

一
時
的
に
預
か
り
又
は
宿
泊
さ
せ
必
要
な
保
護
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。 

一
～
四 

[

同
上]

 

五 

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ

れ
た
施
設
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣
と
協
議
し
て

別
に
定
め
る
も
の 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



 

8 

附 

則 
こ
の
告
示
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


